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2024 年、本年もどうぞよろしくお願いいたします。 
今年は、元旦から能登半島地震、その翌日に羽田空港での

航空機事故というショッキングな災害が発生してしまい、波乱の
年明けとなりました。 
震災については、日本のどこに住んでいてもいつ発生するかわか

らない、身近な災害の一つであり、ひとたび発生すると深刻なダメ
ージを追ってしまいます。そこで、今回は、能登半島地震に対す
る政府の小規模事業者、中小企業者向けの対応策をご案内し
ながら、災害時の支援策の流れをご案内します。これは、ある意
味パターン化しており、これまでの災害発生にも同様の措置が取
られていますので、今後、ご自身が被災した際にはこうした対策が
取られることを知っておくことで、いざという時に迅速に対応できる
ものと思いますので、ご参考にしてください。 
 
■「災害救助法」の適用 
災害発生後「災害救助法」の適用がされ、適用地域には、以

下の施策が実施されます。災害発生時には多くの場合、下記の
施策が取られますのでパターンとして覚えておくと良いでしょう。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
■セーフティネット保証 4 号とは? 
セーフティネット保証 4 号とは、突発的災害(自然災害等)の発

生に起因して売上高等が減少している中小企業者を支援する
ための措置です。(融資額の 100%を保証協会が保証) 
指定を受けた災害等の発生に起因して、その事業に係る当該 

災害等の影響を受けた後、原則として最近 1 か月間の売上高
又は販売数量（以下「売上高等」という。）が前年同月比
20％以上減少しており、かつ、その後 2 か月間を含む 3 か月間
の売上高等が前年同期比 20％以上減少することが見込まれ
ることが原則的な要件となります。 
本店所在地の市町村、特別区の商工担当課等の窓口に認

定申請書を提出し、認定を受け、銀行や信金・信組に認定書
を持参の上、保証付き融資を申し込みます。 
 
■「激甚災害」への指定 
被害が甚大な場合は「激甚災害」に指定されます。今回の能

登半島地震も激甚災害に指定されました。 
激甚災害に指定されると、地方公共団体の行う災害復旧事

業等への国庫補助のかさ上げや中小企業事業者への保証の特
例など、特別の財政援助・助成措置が講じられます。 
具体的な中小企業への支援措置は以下の通りです。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
■緊急時には資金手当が重要 
被災した際には、事業継続が危機的な状況になってしまうこと

もあります。危機を乗り越えるためには、資金の手当が極めて重
要です。資金繰りを安定させることによって社員や取引先、お客
様を守ることができます。 
以前、創業 100 年を超える老舗企業が最も大事にするものは

「キャッシュ」だと言っていたその理由はまさにこのことで、資金がな
ければ危機を乗り越えられないからとのことでした。 
今回ご紹介した支援策を最大限活用して資金繰りの安定化

を図って頂きたいと思います。混乱中に情報を整理して的確な
対応をとることは難しいかもしれません。その際には、我々がご支
援することができますので、ぜひ活用してください。 
 

災害発生時の小規模・中小事業者支援策 

1．特別相談窓口の設置  
適用地域の日本公庫、商工中金、信用保証協会、商工会
議所等に特別相談窓口を設置。 
 
2．災害復旧貸付の実施 
被害を受けた中小企業・小規模事業者を対象に適用地域の
日本公庫及び商工中金が運転資金又は設備資金を融資す
る災害復旧貸付を実施。 
 
3．セーフティネット保証 4 号の適用 
適用地域において災害の影響により売上高等が減少している
中小企業・小規模事業者を対象にセーフティネット保証 4 号
を適用。 
 
4．既往債務の返済条件緩和等の対応 
適用地域の日本公庫、商工中金及び信用保証協会に対し
て、返済猶予等の既往債務の条件変更、貸出手続きの迅
速化及び担保徴求の弾力化などについて要請。 
 
5．小規模企業共済災害時貸付の適用 
適用地域において被害を受けた小規模企業共済契約者に
対し中小企業基盤整備機構が原則として即日で低利で融
資を行う災害時貸付を適用。 

【連絡先】 たかしま行政書士事務所 045-642-5154 

（激甚災害制度 Q＆A より） 
■中小企業信用保険法による災害関係保証による特例 
被災中小企業に対して一般保証とは別枠で保証。（セーフティ
ネット保証ともさらに別枠） 
■小規模企業者等設備導入資金助成法における貸付金の償
還期間等の特例 
小規模企業者等設備導入資金貸付制度及び小規模企業設
備貸与制度について既往貸付金の償還期間を最大2年延⾧。 
（中小企業庁資料より） 
■政府系金融機関の災害復旧貸付の金利引下げ 
日本公庫及び商工中金が実施している災害復旧貸付につい
て、特段の措置として 0.9％の金利引下げを実施。  
■既存補助金制度を活用した支援 
災害によっては、持続化補助金やもの補助金を活用して、当該
制度の本来の目的の範囲内での支援を実施。 


